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特別活動



集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、様々な集団
活動に自主的、実践的に取り組み、互いのよさや可能性を発揮しな
がら集団や自己の生活上の課題を解決することを通して、次のとお
り資質・能力を育成することを目指す。
(1) 多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上
で必要となることについて理解し、行動の仕方を身に付けるよ
うにする。

(2) 集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解決するた
めに話し合い、合意形成を図ったり、意思決定したりすること
ができるようにする。

(3) 自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かし
て、集団や社会における生活及び人間関係をよりよく形成する
とともに、自己の生き方についての考えを深め、自己実現を図
ろうとする態度を養う。

＜目標＞
○ 特別活動の目標

2小（中）学校学習指導要領（平成29年告示）



（1）学級活動 （2）児童会活動
（3）クラブ活動 （4）学校行事

＜小学校＞

○ 特別活動の内容
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（1）学級活動 （2）生徒会活動
（3）学校行事

＜中学校＞
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(1) 学級活動

【学級活動の目標】

学級や学校での生活をよりよくするための課

題を見いだし、解決するために話し合い、合意

形成し、役割を分担して協力して実践したり、

学級での話合いを生かして自己の課題の解決及

び将来の生き方を描くために意思決定して実践

したりすることに、自主的、実践的に取り組む

ことを通して、第１の目標に掲げる資質・能力

を育成することを目指す。
小（中）学校学習指導要領（平成29年告示）

○ 特別活動の内容



区分 特別活動 総時数

第１学年 ３４ ８５０

第２学年 ３５ ９１０

第３学年 ３５ ９８０

第４学年 ３５ １０１５

第５学年 ３５ １０１５

第６学年 ３５ １０１５

特別活動の年間授業時数

※授業時数の１単位時間は45分とする。

※特別活動の時数は、学級活動に充てるものとする。
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特別活動の年間授業時数

6

区分 特別活動 総時数

第１学年 ３５ １０１５

第２学年 ３５ １０１５

第３学年 ３５ １０１５

 授業時数の１単位時間は50分とする。

 特別活動の授業時数は、中学校学習指導要領で定
める学級活動（学校給食に係るものを除く。）に
充てるものとする。
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【学級活動の内容】
(1) 学級や学校における生活づくりへの参画
ア 学級や学校における生活上の諸問題の解決
イ 学級内の組織づくりや役割の自覚
ウ 学校における多様な集団の生活の向上

(2) 日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
ア 基本的な生活習慣の形成
イ よりよい人間関係の形成
ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成
エ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成

(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現
ア 現在や将来に希望や目標をもって生きる意欲や態度の形成
イ 社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解
ウ 主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用

小学校学習指導要領（平成29年告示）



8中学校学習指導要領（平成29年告示）

【学級活動の内容】
(1) 学級や学校における生活づくりへの参画
ア 学級や学校における生活上の諸問題の解決
イ 学級内の組織づくりや役割の自覚
ウ 学校における多様な集団の生活の向上

(2) 日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
ア 自他の個性の理解と尊重、よりよい人間関係の形成
イ 男女相互の理解と協力
ウ 思春期の不安や悩みの解決、性的な発達への対応
エ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成
オ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成

(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現
ア 社会生活、職業生活との接続を踏まえた主体的な学習態度の形
成と学校図書館等の活用

イ 社会参画意識の醸成や勤労観・職業観の形成
ウ 主体的な進路の選択と将来設計



9小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 特別活動編

【学級活動の学習過程（例）】
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【学級活動の学習過程（例）】

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 特別活動編



11小（中）学校学習指導要領（平成29年告示）解説 特別活動編

【学級活動の学習過程（例）】



特別活動と各教科、道徳科、外国語活動及
び総合的な学習の時間などとの関連

○ 指導計画の作成に当たっての配慮事項

特 別 活 動
集団や社会の形成者としての見方・考え方
を働かせ、様々な集団活動に自主的、実践
的に取り組み、互いのよさや可能性を発揮
しながら集団や自己の生活上の課題を解決
することを通して、資質・能力を育成する
ことを目指す

総合的な学習の時間

各
教
科
及
び
外
国
語
活
動

道
徳
科
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生徒指導等

それぞれの教育活動が直接的、
あるいは間接的に様々な関連
をもち、相互に関連し補充し
合う関係



特別活動における主体的・対話的で深い学び
○ 指導計画の作成に当たっての配慮事項

・特別活動における主体的・対話的で深

い学びの実現は、各活動・学校行事の

学習過程において、授業や指導の工夫

改善を行うことで、一連の学習過程の

中での質の高い学びを実現すること

・特別活動の各活動・学校行事の内容を

深く理解し、それぞれを通して資質・

能力を身に付け、小（中）学校卒業後

も能動的に学び続けるようにすること
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小（中）学校学習指導要領（平成29年告示）解説 特別活動編



特別活動における主体的・対話的で深い学び
○ 指導計画の作成に当たっての配慮事項

「主体的な学び」の実現とは、学ぶこと

に興味・関心をもち、学校生活に起因す

る諸課題の改善・解決やキャリア形成の

方向性と自己との関連を明確にしながら、

見通しをもって粘り強く取り組み、自己

の活動を振り返りながら改善・解消に励

むなど、活動の意義を理解した取組
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小（中）学校学習指導要領（平成29年告示）解説 特別活動編



特別活動における主体的・対話的で深い学び
○ 指導計画の作成に当たっての配慮事項

「対話的な学び」の実現とは、児童相互

の協働、教職員や地域の人との対話、先

哲の考え方や資料等を手掛かりに考えた

り話し合ったりすることを通して、自己

の考え方を協働的に広げ深めていくこと
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小（中）学校学習指導要領（平成29年告示）解説 特別活動編



特別活動における主体的・対話的で深い学び
○ 指導計画の作成に当たっての配慮事項

「深い学び」の実現とは、学びの過程の中

で、各教科等の特質に応じた「見方・考え

方」を働かせながら、知識を相互に関連付

けてより深く理解したり、情報を精査して

考えを形成したり、新たな課題を見いだし

て解決策を考えたり、思いや考えを基に創

造したりすることで、学んだことを深める

こと
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小（中）学校学習指導要領（平成29年告示）解説 特別活動編



特別活動における主体的・対話的で深い学び 資料
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特別活動における主体的・対話的で深い学び 資料
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○ 特別活動の評価

・各学校において評価の観点を設定し、そ

の観点に照らして実現状況を評価する。

・児童生徒一人一人のよさや可能性を積極

的に認める。
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小（中）学校学習指導要領（平成29年告示）解説 特別活動編



・特別活動の全体目標と学級活動・児童会活動
（生徒会活動）・クラブ活動（小学校）・学
校行事の目標の関連を踏まえて、それぞれの
活動の特質や学校の創意工夫を生かした指導
計画を作成し、指導の充実を図ること

・児童生徒同士の話合い活動や、児童生徒が自
主的、実践的に活動する場面を明確に位置付
けること

・学級や学校における集団活動を通して、生活
上の諸課題を見いだし解決できるようにする
こと
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【小学校（特別活動】

参考資料

【中学校（特別活動】 【高等学校（特別活動】

○令和５年度高等学校教
育課程編成・実施の手
引

【pdf資料・動画資料】


